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の治 上での服薬確認の位置付け

1 世界保健機関は、:結核の早期制圧を目指 して、直
接服薬確認を基本 とした包括的な治療戦略 (DOTS戦略 )

を提唱しており、現在までに世界各地でこの戦略の有
効性が証明されている。我が国においても、これまで
成果をあげてきた結核に係る医療の供給基盤等を有効
に活用しつつ、服薬確認を軸とした患者支援、治療成
績の評価等を含む包括的な結核対策を構築し、人権を
尊重しながら、これを推進することとする。

☆抗結核薬 の確保 の必要性 につ い

て、明記しておくことが必要か。

国及び地方公共団体 においては、

した患者支援を全国的に普及・推進 していくに当たつ
て、先進的な地域における取組も参考にしつつ、保健
所、医療機関、福祉部局、薬局等の関係機関との連携
及び保健師、看護師、薬剤師等の複数職種の連携によ
り、積極的な活動が実施されるよう、適切に評価及び
技術的助言を行うこととする。

○結核患者 に対す る
DOTSの 推進について
(平成17年適用)

一「日本版21世紀型
TS戦略推進体系図」

○結核対策特別促進事
業 【補助金】

☆DOTSの 質 を向上 させ、

者支援を行っていくための、医療機
関、保健所、社会福祉施設等を結ぶ
地域連携体制のさらなる強化をどの
ように促進していくか。

●DOTSカ ンファレンスやコホー トンファレンスやコ

検討会の充実、地域連携パスの導
入などを推進する。
<第 16回 結核部会「今後の医療の
あり方に関するこれまでの議論の
概要」より>

においては、地域の医療機関、薬局等との

連携の下に服薬確認を軸とした患者支援を実施するた
め、積極的に調整を行うとともに、地域の状況を勘案
し、特に外来での直接服薬確認が必要な場合には、保
健所自らも直接服薬確認を軸とした患者支援の拠点と
して直接服薬確認の場を提供することも検討すべきで
ある。

●都市圏の住所不定者や日雇い

働者が多い地域では外来医療施設
において、外来治療とDOTSを含め
た患者支援を,体的に行う医療提
供も検討する。
<第 16回 結核部会「今後の医療の
あり方に関するこれまでの議論の
概要」より>

治療の完遂であることを理解 し、患者 に対 し服薬確認

についての説明を行い、患者の十分な同意を得た上
で、入院中はもとより、退院後も治療が確実に継続さ
れるよう、医療機関等と保健所等が連携して、人権を
尊重しながら、服薬確認を軸とした患者支援を実施で
きる体制を構築することが重要である。

○結核対策キ
業 【補助金】

実な実施が重要であるが、実施率と
質の向上を一層図つていくことが必
要か。

☆治療完遂のための愚者教育の視点
か ら医療機関における院内DOTSの着

● 「地域 DOTS」 が有効 に成 り立つ
ためにも、入院 中の 「院内DOTS」

の患者教育をきちんと行う必要が
あることを再認識 し、これを徹底
していく。
<第 16回 結核部会「今後の医療の
あり方に関するこれまでの議論の
概要」より>
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三 その他結核に係る医療の提供のための

1 結核患者に係る医療は、
感染症指定医療機関及び結核指定医療機関のみで提供
されるものではなく、一般の医療機関においても提供
されることがあることに留意する必要がある。すなわ
ち、結核患者が、最初に診察を受ける医療機関は、多
くの場合一般の医療機関であるため、一般の医療機関
においても、国及び都道府県等から公表された結核に
関する情報について積極的に把握 し、同時に医療機関
内において結核のまん延の防止のために必要な措置を
講ずることが重要である。

☆結核の診断の遅れに対 して、何 ら
かの方策を明示することが必要か。

2 結核病床を有する第二種感染症指定医療機関にお
いては、重篤な他疾患合併患者等については一般病床
において結核治療が行われることもあり、また、結

核病床と一般病床を一つの看護単位として治療に当た
る場合もあることから、国の定める施設基準 二診療機
能の基準等に基づき、適切な医療提供体制を維持及び
構築することとする。

○結核思者収容モデル

事業【補助金】
○感染症指定医療機関
の施設基準に関する手
引き 【通知】

(一の4の項を参照)

3 医療機関及び民間の検査機関においては、外部機
関によって行われる系統的な結核菌検査の精度管理体
制を構築すること等により、結核患者の診断のための
結核菌検査の精度を適正に保つ必要がある。

☆結核菌検査の精度管理について、
外部機関による精度管理体制の構築
をどのように行うか具体的に示すこ
とが必要か。

一般の医療機関におけ4 -般 の医療機関における結核思者への適正な医療
の提供が確保されるよう、都道府県等においては、医
療関係団体と緊密な連携を図る^こ とが重要である。

☆地域 医療運携ネ ッ トワークの
について、都道府県等が具体的にど
のように進めていくかを示すことが
必要か。

等により行動制限のある高齢者等の治療につ
いて、患者の日常生活にかんがみ、接触範囲等が非常
に限られる場合において、医療機関は、入院治療以外
の医療の提供についても適宜検討すべきである。
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な知見に基づいて推進さ
べきであることから、結核に関する調査及び研究は、
結核対策の基本となるべきものである。このため(国
としても、必要な調査及び研究の方向性の提示、海外
の研究機関等も含めた関係機関との連携の確保、調査
及び研究に携わる人材の育成等の駆組を通じて、調査
及び研究を積極的に推進することとする。

府開発援助結核研究所
補助金 【補助金】

☆開発された革新的技
耐性遺伝子診断法、遺伝子タイピン
グ等)に ついて、臨床現場に適用す
るために必要な調査や制度の整備を
推進 していくことが必要か。

に有効 なワクチ ン、抗菌薬等の

核に係る医薬品は、結核の予防や結核患者に対する適
正な医療の提供に不可欠なものであり、これらの研究
開発は、国と民間が相互に連携を図って進めていくこ
とが重要である。このため、国においては、結核に係
る医療のために必要な医薬品に関する研究開発を推進
していくとともに、民間においてもこのような医薬品
の研究開発が適切に推進されるよう必要な支援を行う
こととする。

☆低まん延化に向けて、罹患 リス
グルァプや感染が起こるリスクのあ
る場の特定のための感染経路の把
握tま た海外からの結核の輸入の国
内感染に与える影響を検証するため
に、分子疫学的調査・研究の強化を
していくことが必要か。

二 国における研究開発の

な検査技術等を必要
とする研究、結核菌等を迅速かつ簡便に検出する検査
法の開発のための研究、多剤耐性結核の治療法等の開
発のための研究等の結核対策に直接結びつく応用研究
を推進 し、海外及び民間との積極的な連携や地方公共
団体における調査及び研究の支援を進めることが重要
である。

○厚生科学研究費、結
核研究所補助金 【補助

2 国 に おいては、

究開発が困難な医薬品等について、必要な支援に努め
ることとする。特に、現状では治療が困難な多剤耐性
結核患者の治療法等新たな抗結核薬の開発等について
も、引き続き調査研究に取り組んでいくこととする。
なお、これらの研究開発に当たつては、抗結核薬等の
副作用の減少等、安全性の向上にも配慮することとす
る。           1

の面で民間では研 ○厚生科学研究費、
核研究所補助金 【補助
金】

☆開発された医薬品を早期に臨床現
場で使用可能とすることを目的とし
た、積極的な関連情報収集などを
行 つてい くことが必要かし
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の推進に当た つて

は、保健所と都道府県等の関係部局が連携を図りつ
つ、計画的に取り組むことが重要である。また、保健

においては、地域における結核対策の中核的機関と
の位置付けから、結核対策に必要な疫学的な調査及び
研究を進めt地域の結核対策の質の向上に努めるとと
もに、地域における総合的な結核の情報の発信拠点と
しての役割を果たしていくことが重要である。

四 民間における研究開発の

医薬品の研究開発は、結核の発生の予防及びそのまん
延の防止に資するものであるとの観点から、製薬企業
等においても、その能力に応じて推進されることが望
ましい。

五■国際的な運

一 基本的考 え方

においては、 に関 して、海外の政府機
関、研究機関、世界保健機関等の国際機関等との情報
交換や国際的取組への協力を進めるとともに、結核に
関する研究や人材養成においても国際的な協力を行う
こととする。

保 への協力

1 ア フ リカや ア ジア地域 にお いては、後天性免疫 不
全症候群の流行の影響や結核対策の失敗からくる多剤
耐性結核の増加等により、現在もなお結核対策が政策
上重要な位置を占めている国及び地域が多い。世界保
健機関等と協力し、これらの国の結核対策を推進する
ことは、国際保健水準の向上に貢献するのみならず、
在日外国人の結核のり患率の低下にも寄与することか
ら、我が国の結核対策の延長上の問題としてとらえら
れるものである。したがつて、国は世界保健機関等と
連携しながら、国際的な取組を積極的に行つていくこ
ととする。

世界基金 を通 した

献
◆結核予防会、STOP TB
パー トナーシップ等を
通 した支援
○◆ス トップ結核アク
ションプラン
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2 国|ま政府開発援助による二国間協力事業により、
途上国の結核対策のための人材の養成や研究の推進を
図るとともに、これらの国との研究協力関係の構築や
情報の共有に努めることとする。

CAに よる二国間
力
○結核研究所補助、政
府開発援助結核研究所
補助金 :【補助金】

の七害1以上が医療機関の受診で
る一方で、結核に関する知見を十分に有する医師が少
なくなつている現状を踏まえ、結核の早期の確実な診

蔀僧冨賃挙霞言暑機信蓄黎詈稽展ま鶏義撃槙準暑曇日
を含む研究成果の医療現場への普及等の役割を担うこ
とができる人材の養成を行うこととする。また、大学
医学部を始めとする、医師等の医療関係職種の養成課
程等においても、結核に関する教育等を通 じて、医師
等の医療関係職種の間での結核に関する知識の浸透に
努めることが求められる。

るなど人材確保のためのより有効
な方策を検討する。 (専 門家の養
成、資格制度の構築など)

●医療現場において、必要な時に
技術的な支援が行きとどく体制づ
くり (既存ネットワ∵クの活性化
を含む専門施設ネットワニクの構
築、地域医療連携ネットワークの
構築)を行う。 (第三の一の 2も
参照 )

<第 16回 結核部会「今後の医療の
あり方に関するこれまでの議論の
概要」より>   ′

二 国における人材の

1 国は、結核に関する最新の臨床知識及び技能の修
得並びに新たな結核対策における医療機関の役割につ
いて認識を深めることを目的として、感染症指定医療
機関の医師はもとより、一般の医療機関の医師、薬剤
師、診療放射線技師、保健師、助産師、看護師(准看
護師、臨床検査技師等に対する研修に関しても必要な
支援を行つていくこととする。

○結核対策指導者養成

研修 【結核研究所国庫
補助事業】 |
○結核予防技術者地区
別講習会 【補助金】
(特男1促進事業)

◇その他、結核研究所
が行う研修事業
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2 回は、結核行政の第一線に立つ職員の資質を向上
させ、結核対策を効果的に進めていくため、保健所及
び地方衛生研究所等の職員に対する研修の支援に関し
て:検討を加えつつ適切に行つていくこととする。

研修 【結核研究所国庫
補助事業】
○結核予防技術者地区
別講習会 【補助金】
(特別促進事業)

◇その他、結核研究所
が行う研修事業

等 に

都道府県等は、都道府県等は、結核に関する研修会に保健所及び地方
衛生研究所等の職員を積極的に派遣するとともに、都
道府県等が結核に関する講習会等を開催すること等に
より保健所及び地方衛生研究所等の職員に対する研修
の充実を図ることが重要である。さらに、これらによ
り得られた結核に関する知見を保健所等において活用
することが重要である。また、感染症指定医療機関に
おいては、その勤務する医師の能力の向上のための研
修等を実施するとともに、医師会等の医療関係団体に
おいては、会員等に対 して結核に関する情報提供及び
研修を行うことが重要である。  

｀

七 ■普及啓発及び人権の

1 国及び地方公共団体においては、結核に関する適
切な情報の公表、正 しい知識の普及等を行 うことが重
要である。また、結核のまん延の防止のための措置を
講ずるに当たつては、人権の尊重に留意することとす
る。

別講習会 【補助金】
(特別促進事業 )

◆結核予防会等による
普及啓発事業

☆国や地方 自治体の関与 による地域
連携推進のための普及啓発をどのよ
うに行つていくことが必要か。

2 保1建 所においては、
的機関として、結核に

″
における結核対策の中

的機関として、結核についての情報提供、相談等を行
う必要がある。



一
〇

予‐‐‐1防1指‐■針 指針に基づ<施策 講1論 |||の
|1視 点

3 医師その他の医療関係者においては、患者等への
十分な説明と同意に基づいた医療を提供することが重
要である。      ‐

4 国民においては、結核について正 しい
ち、自らが感染予防に努めるとともに、結核患者が差
別や17~見 を受けることがないよう配慮することが重要
である6

1 病院等の医療機関においては、適切な医学的管理
下にあるものの、その性質上、患者及び従事者には結
核感染の機会が潜んでおり、かつ実際の感染事例も少
なくないという現状にかんがみ、院内感染対策委員会
等を中心に院内感染の防止並びに発生時の感染源及び
感染経路調査等に取り組むことが重要である。また、
実際に行つている対策及び発生時の対応に関する情報
について、都道府県等や他の施設に提供することによ
り、その共有化を図ることが望ましい。

2 学校、社会福祉施設、学習塾等において
生し、及びまん延しないよう、都道府県等にあって
は、施設内感染の予防に関する最新の医学的知見等を
踏まえた1青報をこれらの施設の管理者に適切に提供す
ることが重要である。

3 都道府県等は、結核の発生の予防及びそのまん延
の防止を目的に、施設内 (院 内)感染に関する情報や研
究の成果を、医師会等の関係団体等の協力を得つつ、
病院等、学校、社会福祉施設、学習塾等の関係者に普
及していくことが重要である。また、これらの施設の
管理者にあつては、提供された情報に基づき、必要な
措置を講ずるとともに、普段からの施設内 (院 内)の患
者、生徒、収容されている者及び職員の健康管理等に
より、患者が早期に発見されるように努めることが重
要である:外来患者やデイケア等を利用する通所者に
対しても、十分な配慮がなされることが望ましい。
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二 小児

反映 して、小児結核において

も著 しい改善が認め られているが、小児結核対策を取
り巻 く状況の変化に伴い、個別的対応が必要であると
の観点か ら、接触者健診の迅速な実施、化学予防の徹
底、結核診断能力の向上、小児結核発生動向調査等の
充実を図ることが重要である。

☆小児重症患者発生時の医療提供体
制の確保について、記述することが
必要か。

強 化

屎健所は、結核対策において、市町村からの求めに応
じた技術支援、法第十七条の規定に基づく結核に係る
健康診断の実施、感染症の診査に関する協議会の運営
等による適正な医療の普及、訪問等による患者の治療
支援、地域への結核に関する情報の発信及び技術支
援・指導、届出に基づく発生動向の把握及び分析等
様々な役割を果たしている。都道府県等は、保健所に
よる公的関与の優先度を考慮 して業務の重点化や効率
化を行うとともに、保健所が公衆衛生対策上の重要な
拠点であることにかんがみ、結核対策の技術的拠点と
しての位置付けを明確にすべきである。

☆結核対策における技
維持のためには、国や民間の研究機
関の技術的支援のもと、対策実施組
織の集約化を図つていくことが必要
か。

に推進することにより、我が国が、
世界保健機関のいう中まん延国「結核改善足踏み国を
脱し、近い将来、結核を公衆衛生上の課題から解消す
ることを目標とする6具体的には、国においては、二
千十年 (平成二十二年)ま でに、喀痰塗抹陽性肺結核患
者に対する直接服薬確認治療率を九十五パァセン ト以
上、治療失敗・脱落率を五パーセント以下、人口十万
人対り患率を十八以下とすることを目指すこととす
る。

☆今後、効果的な結核対策の計画 、

実施、評価を行うために、具体的な
目標としてどのようなものが考えら
れるか。      °

況の評価及

―に定める目標を達成するためには、本指針に掲げた
取組の進ちょく状況について、定期的に把握 し、専門
家等の意見を聴きながら評価を行うとともに、必要に
応 じて、取組の見直 しを行 うことが重要である。




